瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務委託に係る
指名型プロポーザル実施要領


１．業務概要

　(1) 業務名

　瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務
(2) 業務の目的
　　　市民の移動手段を確保するため、道路運送法（昭和26年法律第183号）第78条第2号の規定により、瀬戸内市（以下「市」という。）が行う自家用有償旅客運送「瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）」の運転業務、運行管理業務等の運行に関する業務を委託する。
　(3) 業務内容
　　　別紙『瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務委託 仕様書（案）』のとおり。
　　※路線の詳細については、別紙「路線図」を参照。
(4) 業務期間


※契約締結日から令和5年3月31日までは運行に係る準備行為期間とする。
運行業務委託期間内の運行日数は毎日、366日（予定）とする。
　　　　※12月29日から1月3日までは土日祝ダイヤで運行する。


２．予算（提案上限額）
18,000,000円（税込）を限度とする。
※瀬戸内市教育委員会との別途契約による平日の邑久小学校及び邑久中学校のスクール便に係る金額を含む。
※参考見積書の金額が予算（提案上限額）を超過した場合は失格とする。


３．実施形式
市内に事務所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者（タクシー事業者）7社による指名型プロポーザル方式により実施する。


４．参加資格
[bookmark: _Hlk231572845]プロポーザルに参加できる者（以下「提案者」という。）は、次に掲げる全ての事項を満たす者とする。
(1) 市内に事務所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者（タクシー事業者）であること。



(2) 市に、令和４年度における入札参加資格審査申請書を提出していること。
　　　　ただし、本業務においては、広く提案を求める必要があることから、上記入札参加資格
審査申請書を提出していない者においても、次の①から⑥で示す書類を提出すること
で、本事項を満たすものとする。
① 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
② 商号登記している個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本）
③ 商号登記していない個人にあっては、身分証明書及び登記されていないことの証明書
④ 財務諸表（法人及び個人）
⑤ 法人にあっては、直近年度の国税（法人税及び消費税）、都道府県税（事業税及び都道
府県民税）及び市町村民税すべての納税証明書（未納がないことが確認できるもの）
⑥ 個人にあっては、直近年度の国税（所得税及び消費税）、都道府県税（事業税）及び市
町村民税すべての納税証明書（未納がないことが確認できるもの）
(3) 指名通知の日から受注候補者（以下「候補者」という。）特定の日までの間に瀬戸内市
の指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
(5) 入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（令和３年法律第７７号）第２条第２号に掲げる暴力団又はその構成員のいずれにも該当せず、かつ、これらの利益になる活動をそれと知りながら行う者でないこと。
※ 提案者は、候補者特定までの間に、前各項に定める参加資格の要件を満たさなくなった場合は、その参加資格を失うものとする。


５．受注候補者特定方法
参加資格があると認められる者から企画提案書等を受け付け、その企画提案を瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務委託プロポーザル審査委員会において審査し、受注候補者（以下「候補者」という。）を特定する。
審査方法及び審査基準等は下記９及び１０のとおりとする。






６．質疑・回答
(1) 提出方法
別添の質問書・回答書（様式６）により、電子メールまたはファックスにて提出すること。
(2) 提出期限
　　令和5年1月27日(金) 17時必着
※提出期限を過ぎた質問、上記以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。
(3) 提出先
　　　瀬戸内市総合政策部企画振興課
E-mail：kikaku@city.setouchi.lg.jp
FAX　0869-22-3304
(4) 回答期限
令和5年1月31日(火)

(5) 回答方法
　指名した者（辞退届を提出したものは除く）へ電子メールまたはファックスにより回答するものとする。


７．参加意思表示





[bookmark: _Hlk229045580]



(1) 意思表示方法
　　　　指名通知書を受け取った者は、参加承諾・辞退届（様式２）を提出することによ
り、その参加の意思表示を行うものとする。参加承諾・辞退届の提出は、持参又は郵送により行う。ただし、郵送で提出する場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。
　　　　※「参加承諾」の場合は、様式３及び必要な書類を添付すること。
　　　　※提出期限内に提出がない場合は、辞退とみなす。

(2) 提出期限
　令和5年2月2日(木) 17時必着
(3) 提出先
　　　　瀬戸内市総合政策部企画振興課
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1



８．企画提案書等の提出
(1) 提出書類の名称
　瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務企画提案書

　(2) 提出部数
① 業務実施体制回答書及び企画提案書提出届（様式７）　１部
② 業務実施体制各種調書及び企画提案書等（次のアからキまで）　１０部
ア 会社概要（様式８）
イ 技術者の概要（様式９）
ウ 業務実績調書（様式１０）
エ 担当技術者調書（様式１１）

オ 行政処分及び重大事故の状況（様式１２）


カ 企画提案書（様式１３-１、１３-２）
　※追加資料を添付することも認める。
キ 参考見積書（任意様式）　
(3) 提出方法
　持参又は郵送によること。ただし、郵送で提出する場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法とすること。
(4) 提出期限
　令和5年2月10日(金) 17時必着

(5) 提出先
　　瀬戸内市総合政策部企画振興課
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1
 (6) その他
ア　原則として、企画提案書は１者１提案とする。
イ　企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めない。


９．審査方法
(1) 審査方法
　提出された企画提案書の書類審査及び企画提案についてのプレゼンテーションを実施し、下記１０(1)アからエで示す審査項目に基づいて審査を行い、下記１０(2)で示す候補者の特定手順に基づき最も優れた提案を特定するものとする。

　(2) 審査結果の通知
審査結果は、プロポーザル審査結果通知書（様式5）により通知するものとする。



１０．審査基準等
(1) 審査項目及び配点
プロポーザルは以下の審査項目及び配点に基づき審査を行う。
	審査項目
	配点

	ア
	事業者の概要
	１０点

	イ
	運行の安全性・安定性
	４０点

	ウ
	利用者などへの対応
	３５点

	合　計
	１００点


　(2) 候補者特定手順
　　候補者は、審査の評点の合計点が最も高い者とする。この場合において、合計点が最も高い者が２者あるときは、審査委員会が採決して決定する。
※提案者が１者の場合は、審査を行い、審査委員会が候補者特定の可否を採決して決定する。




１１．日程
指名通知　　　　　　　　　　　　　　令和5年1月23日(月)
質問受付締切　　　　　　　　　　　　令和5年1月27日(金) 17時必着
質問回答期限　　　　　　　　　　　　令和5年1月31日(火)
参加意思表示（様式2提出期限） 　 　令和5年2月2日(木) 17時必着
参加資格の審査・審査結果の通知　　　令和5年2月6日(月)
企画提案書等受付締切　　　　　　　　令和5年2月10日(金) 17時必着
審査（プレゼンテーション）　　　　　令和5年2月13日(月) 頃
結果通知の送付　　　　　　　　　　　令和5年2月14日(火) 頃
契約締結　　　　　　　　　　　　　　令和5年2月15日(水) 頃
業務開始（運行開始前の準備）　　　　令和5年2月15日(水) 頃
　　　　　運行開始　　　　　　　　　　　　　　令和5年4月1日（土）












１２．失格事項
本プロポーザルの提案者若しくは提出された企画提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その提案を失格とする。
(1) 企画提案書等の様式、提出部数、提出方法、提出期限、提出先等に適合しないもの。
(2) 企画提案書等の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの。
(3) 企画提案書等提出期限後に参考見積書の金額に訂正を行ったもの。
(4) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。
(5) 参考見積書の金額が、予算（提案上限額）を超過したもの。



１３．契約
候補者決定後、随意契約（邑久小学校及び邑久中学校のスクール便に係る瀬戸内市教育委員会との契約を含む。）に係る協議を行い、協議が整い次第速やかに随意契約の手続きを行うものとする。
なお、その際には、決定された者はあらためて見積書を提出するものとする。



１４．その他
(1) 提出書類は返却しない。ただし、市は、提出書類を提出者に無断で他の業務に使用しない。
(2) 瀬戸内市情報公開条例に基づく開示請求があった場合、本プロポーザルに関する全ての文書（市作成文書及び参加者提出文書）は、原則として開示の対象文書となる。ただし、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合があるため、この情報に該当すると考える部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。
なお、本プロポーザルの候補者特定前において、特定に影響が出るおそれがある情報については特定後の開示とする。
(3) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
(4) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効にするとともに、指名停止措置を行うことがある。
(5) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。
(6) 業務実施体制各種調書に記載した配置予定の管理技術者及び担当技術者は、原則として変更できないものとする。なお、やむを得ない理由により変更する場合には、瀬戸内市と協議のうえ決定するものとする。
(7) 参加者は、候補者特定までの間に、４．参加資格に定める要件を満たさなくなった場合は、その参加資格を失うものとする。



１５．担当部署（提出・問い合わせ先）
　
瀬戸内市総合政策部企画振興課

〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1（本庁舎 2階）
TEL：0869-22-1113　FAX：0869-22-3304

E-mail：kikaku@city.setouchi.lg.jp

様式１
瀬戸内　第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　様


瀬戸内市長　　　　　　　　　　印


指　名　通　知　書


企画提案書の募集にあたり、貴社を指名しましたので、下記のとおり通知します。
なお、参加の有無について、令和5年2月2日までに、｢参加承諾・辞退届｣により意思表示願います。


記

１　業 務 名　瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務

２　内 容 等　瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務委託に係る指名型
プロポーザル実施要領のとおり

３　送付書類
(1) 瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務委託に係る指名型プロポーザル
実施要領
(2) 参加承諾・辞退届（様式2）


４　担 当 課
　　瀬戸内市総合政策部企画振興課
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1（本庁舎 2階）
TEL：0869-22-1113　FAX：0869-22-3304
E-mail：

様式２
令和　　年　　月　　日

瀬戸内市長　様


所在地
会社名
代表者　　　　　　　　　　　　　印

参　加　承　諾　・　辞　退　届

令和　　年　　月　　日付けで指名を受けました次の業務の企画提案書の募集について、下記のとおり意思表示します。

記

業 務 名 ：瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務

参加承諾する　　　　 ・　　 　　辞退する
　　　　　　　　　　　　　





【連絡先】（参加承諾の場合のみ記載）
所　　属
氏　　名
電話番号
FAX番号
E-mail
様式３1
令和　　年　　月　　日
瀬戸内市長　様
所在地
会社名
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

参　加　申　込　書

プロポーザルについて、下記のとおり参加を申込みます。

記
１　業務名　瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務「仲﨑邸」改修整備提案及び実施設計委託業務
２　入札参加資格　瀬戸内市における入札参加資格審査申請書の提出
あり　・　なし
３　提出書類
(1) 返信用封筒（84110円切手貼付け）　2部
(2) 瀬戸内市暴力団排除条例に関する誓約書(様式14)
(32) 上記２で「なし」とした者は、次の各号から該当する書類を提出すること。
① 法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
② 商号登記している個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登記簿謄本）
③ 商号登記していない個人にあっては、身分証明書及び登記されていないことの証　　　　明書
④ 財務諸表（法人及び個人）
⑤ 法人にあっては、直近年度の国税（法人税及び消費税）、都道府県税（事業税及び都道
府県民税）及び市町村民税すべての納税証明書（未納がないことが確認できるもの）
⑥ 個人にあっては、直近年度の国税（所得税及び消費税）、都道府県税（事業税）及び市町
村民税すべての納税証明書（未納がないことが確認できるもの）

【連絡先】
所　　属
氏　　名
電話番号
FAX番号
E-mail

様式４2
瀬戸内　第　　　　　号
令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　様


瀬戸内市長　　　　　　　　　　　　印


参加資格審査結果通知書


先に申込みのありました、プロポーザルの参加資格審査結果について、下記のとおり通知します。

記

１　業務名　「仲﨑邸」改修整備提案及び実施設計委託業務瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務

２　結　果
・参加資格を有することを認めます。
・参加資格を有することを認められません。

注）参加資格を有することが認められなかった者は、その理由について通知日の翌日から起算して７日以内に当該所管課に文書により説明を求めることができます。

３　その他

４　担当課　瀬戸内市総合政策部企画振興課成長戦略部観光文化戦略課
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1（本庁舎 2階）
TEL：0869-2-395322-1113　FAX：0869-22-3304
E-mail：kankobunkakikaku@city.setouchi.lg.jp


様式５3
瀬戸内　第　　　　　号
令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　様


瀬戸内市長　　　　　　　　　　　　印


プロポーザル審査結果通知書


企画提案書を提出いただきましたプロポーザルについて、「瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務仲﨑邸」改修整備提案及び実施設計委託業務プロポーザル審査委員会プロポーザル審査委員会において審査した結果、下記のとおり通知します。

記

１　業務名　瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務「仲﨑邸」改修整備提案及び実施設計委託業務


２　結　果
・貴社の企画提案を採用します。
・貴社の企画提案は採用されませんでした。

注）提案が採用されなかった者は、その理由について通知日の翌日から起算して７日以内に当該所管課に文書により説明を求めることができます。

３　その他

４　担当課　瀬戸内市総合政策部企画振興課成長戦略部観光文化戦略課
〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1（本庁舎 2階）
TEL：0869-22-39531113　FAX：0869-22-3304
E-mail：kikaku@city.setouchi.lg.jpkankobunka@city.setouchi.lg.jp

様式６4
質問書・回答書

令和　　年　　月　　日


質問者　商号又は名称　                                         
部署名及び担当者名　　                                           
連絡先　TEL   　　　　                                                
FAX  　　　　　　　　　　                                                
E-mail                                                             

瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務「仲﨑邸」改修整備提案及び実施設計委託業務について、次の項目を質問いたします。
	質問項目
	質問内容
	回答

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


※記入欄が不足する場合は、複写して使用してください。
　令和　　年　　月　　日
回答者
瀬戸内市総合政策部企画振興課成長戦略部観光文化戦略課長

様式７5
業務実施体制回答書及び企画提案書提出届


令和　　年　　月　　日


瀬戸内市長　様

所在地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　        　　　　　印

業務名「仲﨑邸」改修整備提案及び実施設計委託業務　瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務

本業務について、別添のとおり業務実施体制各種調書及び企画提案書を提出します。







様式８6

	会　　社　　概　　要

	会　 社　 名
	

	本社所在地
	

	委任先所在地
	

	会社設立年月
	

	資　 本　 金
	

	事業所数
	

	株式上場の有無
	有　　　　　　　・　　　　　　　無有（　　　部上場）　・　無

	社　 員　 数
	技　 術 　系
（乗務員・整備士・運行管理者等）
	名

	
	事　 務　 系
	名

	
	合　　　　計
	名

	その他
	

	注）令和58年14月1日現在で記入してください。




様式９7
	職　員　の　概　要

	専　門　分　野
	社　員　数
	うち有資格者数

	
	
	資　格　名
	人　　　数

	
	名　
	
	名　

	そ　 の 　他
	名　
	
	名　

	合　　　　計
	
	

	注1) 令和8年4月1日現在で記入してください。
注2) 1人の社員数が2以上の専門分野に従事する場合は、主たる専門分野のみを記入し、重複させないこと。



	技　術　者　の　概　要

	専　門　分　野
	社　員　数

	①
	大型第二種運転免許を有する者
※瀬戸内市営バス運転者の要件を
満たす者
	名　　　　

	②
	運行管理者資格者証を有する者
	　　　名　　　　

（うち、上記①に含まれる者　　名）

	注）令和5年1月1日現在で記入してください。




様式１０8

	業　務　実　績　調　書

	業　務　名
	発注者
	業　務　内　容
	実　施　期　間

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注１）本業務に類似した運行業務の実績について、過去１25年間の主なものを記入してくだ
さい。（５3つまで）
注２）業務内容は、主になる業務内容を記入してください。




様式１１9

	担　当　技　術　者　調　書

	分　　類
	予定技術者担当者氏名
	所属・役職
	備考
（業務を遂行するうえで有意な保有資格名称等）

	運行管理の
責任者主任技術者
	
	
	

	担当者整備管理の
責任者
	
	
	

	市営バス
運転者
	
	
	

	〃
	
	
	

	〃
	
	
	

	〃
	
	
	

	〃
	
	
	

	〃
	
	
	

	〃
	
	
	

	注１）「運行管理の責任者」及び「整備管理の責任者」について、有資格者の選任が必須です。氏名にはふりがなをつけてください。
注２）市営バス運転者は、別紙として名簿を添付しても構いません。所属・役職については、提案書の提出者以外の企業等に所属する場合は、企業名等も記入してください。




様式10

	主任技術者の経歴及び実績等調書

	主　任　技　術　者

	氏　　　名
	生年月日

	所属・役職
	実務経験年数

	保　有　資　格

	保有資格名称
	登録番号
	取得年月日

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	同種又は類似業務経歴

	業務名称
	業務概要
(当該技術者の担当内容)
	発注者
	実施期間

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注)過去１5年間の同種又は類似業務の経歴を5件まで記入してください。








様式11

	担当者の経歴及び実績等調書

	担　当　者

	氏　　　名
	生年月日

	所属・役職
	実務経験年数

	保　有　資　格

	保有資格名称
	登録番号
	取得年月日

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	同種又は類似業務経歴

	業務名称
	業務概要
(当該担当者の担当内容)
	発注者
	実施期間

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注)過去１5年間の同種又は類似業務の経歴を5件まで記入してください。








様式12

	再　委　託　調　書

	分担業務の内容
	再委託先又は協力先
	理由（企業の技術的特徴等）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注)他の企業等に当該業務の一部について再委託を実施する場合においてのみ記入すること。ただし、業務の全部又は主たる部分を再委託することはできません。
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様式13

	工　　　　　程　　　　　表

	履行期間　自　令和　　年　　月　　日
至　令和　　年　　月　　日

	業　　種
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	概　　要

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注1)業種は、できる限り詳細に区分してください。
注2)1ヵ月を10日ごとの3分割にして表示してください。



様式１２
	行政処分及び重大事故の状況

	１．国土交通省（道路運送法）による行政処分の状況

	※該当するものに○をつけてください。
ア　過去（　６年　・　３年　・　１年　）以上、処分を受けていない。
イ　過去に処分を受けてから１年を経過していない。

	※過去５年間以内に行政処分を受けた年月日と概要を記入してください。

　処分を受けた年月日　令和　年　月　日

　違反行為の概要

	２．重大事故（自動車事故報告規則第２条）の発生状況

	※該当するものに○をつけてください。
ア　過去（　６年　・　３年　・　１年　）以上、重大事故を起こしていない。
イ　過去に重大事故を起こしてから１年を経過していない。

	※過去５年間以内に起こした重大事故の年月日と概要を記入してください。

　重大事故を起こした年月日　令和　年　月　日

　重大事故の概要




様式１３-１
	瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務企画提案書
　（１）運行の安全性・安定性　

	①安全運転に関する技術と意識の向上の取組

	

	②運転者の健康管理体制と飲酒運転防止など安全運行の取組

	

	③市営バス運行地域の道路や交通状況への精通度

	

	④事故または災害発生時等の緊急時における処理体制

	

	⑤市が預ける車両の適正な保管と、日常的に点検や清掃を行う体制

	

	⑥市営バスに乗務できる運転者の安定的な確保と緊急時のバックアップ体制

	

	⑦その他（上記の項目にない取組等があれば記入してください）

	


注）必要に応じて追加資料を添付してください。

様式１３-２
	瀬戸内市営バス（虫明・長島愛生園線）運行業務企画提案書
　（２）利用者などへの対応　

	①運転者の接遇マナーや身だしなみに関する教育体制

	

	②周囲の車両や歩行者等、市営バス利用者以外にも配慮した運転マナーの徹底

	

	③バス停での利用者見落とし防止策

	

	④苦情対応に関する市との協力体制

	

	⑤市が実施する利用促進や利便性向上の取組への協力

	

	⑥その他（上記の項目にない取組等があれば記入してください）
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様式１４

瀬戸内市暴力団排除条例に関する誓約書

私は、瀬戸内市暴力団排除条例（平成 23 年瀬戸内市条例第 32 号。以下「条例」という。）に基づき、条例の趣旨を理解した上で、瀬戸内市が行う公共事業その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、下記の事項について誓約します。
これらの事項と相違することが判明した場合には、契約解除等、瀬戸内市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
なお、誓約事項の確認等のために、瀬戸内市が岡山県警察本部等に対し照会を行うことについても同意します。

記

１ 代表者及び役員が条例第２条に規定する暴力団員等でないこと。また、暴力団員等を新たに選任しないこと。
２ １の各号に該当するものが暴力団及び暴力団員等と社会的に非難される関係を有していないこと。
３ 使用人として、暴力団員を雇用していないこと。また、新たに雇用しないこと。
４ 暴力団及び暴力団員等が実質的に経営に参加していないこと。
５ １、２、３及び４をすべて満たす者を下請負人とすること。



 　年 　月 　日

瀬戸内市長 殿
所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　　　　 　　　　　　　　 ㊞
（実印）




注）必要に応じて追加資料を添付してください。


様式１４-14-


瀬戸内市暴力団排除条例に関する誓約書

私は、瀬戸内市暴力団排除条例（平成 23 年瀬戸内市条例第 32 号。以下「条例」という。）に基づき、条例の趣旨を理解した上で、瀬戸内市が行う公共事業その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、下記の事項について誓約します。
これらの事項と相違することが判明した場合には、契約解除等、瀬戸内市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
なお、誓約事項の確認等のために、瀬戸内市が岡山県警察本部等に対し照会を行うことについても同意します。

記

１ 代表者及び役員が条例第２条に規定する暴力団員等でないこと。また、暴力団員等を新たに選任しないこと。
２ １の各号に該当するものが暴力団及び暴力団員等と社会的に非難される関係を有していないこと。
３ 使用人として、暴力団員を雇用していないこと。また、新たに雇用しないこと。
４ 暴力団及び暴力団員等が実質的に経営に参加していないこと。
５ １、２、３及び４をすべて満たす者を下請負人とすること。



 　年 　月 　日

瀬戸内市長 殿
所 在 地

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　　　　 　　　　 ㊞
（実印）


